
川口都市計画地区計画の変更（川口市決定）

都市計画桜町４丁目地区地区計画を次のように変更する。

名  称 桜町４丁目地区地区計画

位  置 川口市桜町４丁目の一部地内

面  積 約４．６ｈa 

地区計画の目標

本地区は、埼玉高速鉄道線新井宿駅から南東へ約７００ｍに位置し、
良質な都市基盤及び住環境の形成が見込まれる。
当地区計画の目標は、無秩序な建築行為によって住環境が損なわれな

いように、敷地の細分化防止、用途制限、容積率の制限等、市街地の形
成の規制・誘導を図り、あわせて良好な市街地の実現を図ることにより
水準の高い住宅環境の形成を図るもの。
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土地利用の方針
本地区は、良好な住宅市街地の形成を図るために、住宅用地として、
ゆとりある良好な環境の維持・保全を目的とした土地利用を図る。

地区施設の整備

の方針

本地区は、区画内及び外周道路を整備して、交通の安全性、利便性を
確保し、防災上からも道路の拡幅を図り、住民に安全で快適な生活道路
とする。

建築物等の整備

の方針

良好な住環境の形成を図るため、建築物等の用途制限、容積率の最高
限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限を行う。また、良好な街
並み景観形成と防犯・防災性の向上を図るため、建築物等の形態又は意
匠の制限、垣又はさくの構造の制限を行う。
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区分の名称
A 地区

(第一種中高層住居専用地域）

B 地区
(第一種中高層住居専用地域)

C 地区
(第一種中高層住居専用地域)

区分の面積 約１．７ｈa 約０．３ｈa 約２．６ｈa 

建築物等の
用途制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならな
い。
建築基準法別表第二（い）に掲げる建築物

－

建築物の容積率の
最高限度

１００％ － －

建築物の敷地面積
の最低限度

１２０㎡ １００㎡ １２０㎡

壁面の位置の制限
 建築物の外壁等の面から道路及び敷地の境界線までの距離は、
６０ｃｍ以上でなければならない。

建築物等の高さの
最高限度

１０ｍ －

建築物等の形態又
は意匠の制限

屋外広告物は埼玉県屋外広告物条例施行規則別表１の１の「広告物の
表示又は掲出物件の設置の許可の基準」に定めるものとする。

垣又はさくの構造
の制限

計画図に表示する地区内の道路に面する側のかき又はさくの構造は
次に掲げるものとする。
（1）生垣
（2）鉄柵、金網等の透視可能なフェンスで、宅地宅盤からの高さは、

1.5m 以下とする。（基礎の高さは 0.6m 以下とする。）

｢区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり｣ 

理由：川口市及び鳩ヶ谷市が平成２３年１０月１１日に合併し、新たな「川口市」が誕生したことから、

川口都市計画区域及び鳩ヶ谷都市計画区域を一の都市計画区域に統合し、川口市の行政区域の全域を川

口都市計画区域とする変更に伴い、川口都市計画地区計画を変更するものです。


